
平成２７年１０月２１日 

「マイナンバー実践セミナー」を開催しました 

津山信用金庫 

  

（社会保険労務士 笹井茂樹様による講演） 

  

（津山税務署 永榮勝彦様）           （当金庫 竹中経営管理課長） 

平成 27年 10月 21日（水）、マイナンバー制度導入に係る事業者様の疑問にお応えするため、

「マイナンバー実践セミナー」を開催し、約 80名の方に参加いただきました。 

初めに社会保険労務士 笹井茂樹様より「実践！！企業のマイナンバー取得から廃棄まで」と

題して、マイナンバーが担う役割、個人情報保護法とマイナンバー法の違い、マイナンバー取得

時・取扱い時における注意点、具体的な管理方法及び廃棄までを分かりやすくご講演いただきま

した。 

次いで、津山税務署 永榮勝彦様より、マイナンバーが必要な申請やその際の注意事項等につ

いてご講演いただきました。最後に当金庫 竹中経営管理課長より、マイナンバーが必要となる

当金庫との取引内容について説明させていただきました。 

マイナンバー制度導入によって、事業者様には多くの対応が求められています。今後もマイナ

ンバーに係るセミナーや地元金融機関として時流に合ったセミナーも随時開催してまいります。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。                       

以上 

お問合せ先 

津山信用金庫 営業支援部 

TEL：0868-22-4136 

作州地域の活性化応援信用金庫 


